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• 健康食品の広告規制は、言葉狩りだ！

• 「虚偽誇大広告規制」の「著しい」の考え方は難しい

• 「健康」、「美容」、「元気」などの抽象表現ならＯＫ

• ニンジンなどの「明らか食品」は「ガンを予防」と広告して
も大丈夫

• 「個人の感想です」、「効果を保証するものではありませ
ん」との打ち消しを入れておけば、誇張があっても許される

• 体験談は、事実なので広告規制の対象とはならない

• 成分の効果を謳うだけで、商品名を伏せておけば、広告とは
見なされない

〇 健康食品の広告規制の誤解
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〇 「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意



１ 景品表示法及び健康増進法に基づくインターネット広告の緊急監視

・ R２年３月10日 30事業者46商品
・ R２年３月27日 34事業者41商品

・ R２年６月５日 35事業者38商品

・ R３年２月19日 45事業者42商品

・ R３年６月25日 43事業者49商品

※既に全ての商品の表示の改善を確認。その後も継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を実施。

２ 景品表示法の観点からの再発防止等の指導

・ マスクのおとり広告を行っていた２事業者（R２年３月27日）

・ 携帯型（首下げタイプ）の空間除菌用品を販売していた５事業者（R２年５月15日）

・ 抗体検査キットを販売していた９事業者（R２年12月25日、R３年３月26日）、研究用抗原検査キット

を販売していた２事業者（R３年３月26日）

３ 景品表示法違反として措置命令

・ 表示よりアルコール濃度が大幅に低い手指用洗浄ジェルを販売していた１事業者（R２年５月19日）、

アルコールスプレーを販売していた１事業者（R２年12月９日）

・ 表示より有効塩素濃度が大幅に低い又は除菌効果を標ぼうする次亜塩素酸水を販売していた

９事業者（R２年12月９日、Ｒ３年３月10日、同11日）

・ 携帯型の空間除菌用品・空気清浄用品、車内・室内用の空間除菌用品、マイナスイオン発生機、

オゾン除菌消臭器を販売していた10事業者（R２年８月28日、同12月22日、R３年１月15日、同３月18日、同31日、

同６月11日、同15日、同17日、同７月28日）

・ 亜塩素酸による空間除菌等を標ぼうする除菌スプレーを販売していた５事業者（R３年３月４日、同４月９日）

・ 新型コロナ等への効果を標ぼうする健康食品を販売していた１事業者（R３年３月９日）

４ その他注意喚起等

・ 厚労省・経産省と合同で、新型コロナウイルス消毒・除菌方法を取りまとめ公表（R２年６月26日）

・ 消毒・除菌商品の購入や使用上の注意点を取りまとめ公表（R２年７月１日）

新型コロナ等への予防効果等を標ぼうする不当表示等への対応

ＳＮＳ等を通じた消費者への注意喚起
（Ｔｗｉｔｔｅｒ，Ｆａｃｅｂｏｏｋ等）

いわゆる健康食品（ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＤ、亜鉛、オリーブ葉エキス、タンポポ茶、マヌカハニー、納豆、みかん、 ウコン、

水素水、乳酸菌、黒ニンニク、海藻フコダイン、あおさ、コーヒーポリフェノール、茶ポリフェノール、茶カテキン、柿渋、チャーガ等）

マイナスイオン発生器、イオン空気清浄機

空間除菌剤（首下げ型、据置型）、除菌・抗菌スプレー（アミノ酸、光触媒等）、アロマオイル

【緊急監視において改善要請を行った主な商品】

市販されている研
究用抗原検査キッ
ト及び抗体検査
キットは、国が認め
た体外診断用医薬
品ではありません。
ご注意ください!!

合計187事業者216商品に対し改善要請
健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレー等









健康食品の表示規制について
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〇 健康食品の表示を規制する主な関係法令

 義務的表示を除く食品（商品・役務）の表示や広告は、原則と
して事業者の創意工夫により行われるもの。

 景品表示法は、商品・役務の選択を阻害するような表示や広告
を禁止。健康増進法は、国民保健の向上を妨げる表示や広告を
禁止。（いずれも特定の表現の使用を一律に禁止するものでは
ない。）

規制内容 法律 備考

基本的事項（品名、原材料名、原産国、
栄養機能表示など）の表示規制

【特定の表示事項を義務付け又は禁止】

・食品表示法
・容器包装を対象
・食品表示基準の策定
・機能性表示食品の規定

医薬品的な効能効果に係る表示規制

【特定の表現を禁止】

・医薬品医療機器等法
（旧薬事法）

・広告を対象（広告三要件）
・46通知（明らか食品）

健康保持増進効果に係る表示の規制
優良誤認、虚偽・誇大広告の規制

【虚偽誇大広告を禁止】

・景品表示法（優良誤認広告）
・健康増進法（虚偽誇大広告）
・食品衛生法

・容器包装及び広告を対象
・特定保健用食品の規定（健
康増進法第26条）
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景品表示法及び健康増進法上の留意点

消費者に誤認を与える
不当な表示・広告への対応

（欺瞞的顧客誘引）
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➢ 優良誤認表示（景品表示法第５条第１号）

➢ 誇大表示（健康増進法第６５条第１項）

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれか
に該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際
のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若
しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し
く優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主
的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、
健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項（次条第三項において「健康
保持増進効果等」という。）について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
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〇 景品表示法及び健康増進法の違反要件

※ 留意事項冊子 P13~P16 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf



〇景品表示法及び健康増進法上の「表示」とは

➢ 景品表示法第２条第４項に定める「表示」

➢ 健康増進法第３１条第１項に定める「広告その他の表示」

➢ 景品表示法は、「事業者が自己の供給する商品又は役務の
内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項」

➢ 健康増進法は、「健康保持増進効果等」

顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示

〇 景品表示法及び健康増進法上の「表示対象事項」は

※ 留意事項冊子 P10 9



〇景品表示法及び健康増進法上の「表示」とは

顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示をいう。

※ 留意事項冊子 P10 10



➢ 景品表示法は、「商品・役務を供給する事業者」

➢ 健康増進法は、「何人も」

広告媒体事業者（新聞社、出版社、放送局、広告代理店、

ショッピングモールサイト等）、アフィリエイター等につ
いて、

・ 景品表示法は原則規制対象外

・ 健康増進法は規制対象

〇 景品表示法及び健康増進法の規制対象者

※ 留意事項冊子 P11~P12 11



〇「何人も」規制の適用を受ける対象者の範囲

 広告依頼者の第一義的責任

広告の掲載を依頼し、販売促進その他の利益を享受することとな
る当該食品製造業者又は販売業者（以下「広告依頼者」という。）
が、同項の規制の適用の対象者となるのは当然である。

 「何人も」規制と広告媒体との関係

これに対し、広告依頼者から依頼を受けて、当該「広告その他の
表示」を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる者は、
依頼を受けて広告依頼者の責任により作成された「広告その他の表
示」を掲載、放送等することから、直ちに同条の適用の対象者とな
るものではない。
しかしながら、当該「広告その他の表示」の内容が虚偽誇大なも

のであることを予見し、又は容易に予見し得た場合等特別な事情が
ある場合においては、広告依頼者とともに同条の適用があり得る。

※ 留意事項冊子 P11 12

第2 健康増進法第31条第１項



➢「著しく」とは
表示には、“誇張”が含まれていることは、通常、一般消費者

もある程度想定している。

「著しく優良であると示す」表示、「著しく事実に相違する」
表示か否かは、表示上の特定の文章、図表、写真等のみからでは
なく、表示の内容全体から一般消費者が受ける印象・認識により
総合的に判断される。

当該表示を見て一般消費者が受ける「印象」、「期待感」と実
際のものに相違があると認められれば、実際に一般消費者が誤認
したという結果まで必要としない。

「著しく」とは、当該表示の“誇張”の程度が、社会一般
に許容される程度を超えて、一般消費者による商品選択に影
響を与える場合をいう。

景品表示法及び健康増進法の違反要件
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家庭用空気清浄機等の製造販売等を営む事業者(注)による審決取消請求事件判決（抄）
（注）実際には、当該事業者について会社更生手続が開始されたことに伴い同社の管財人に選任された者が原告となった。

（東京高等裁判所判決平成14年６月７日）
（東京高等裁判所平成13年（行ケ）第454号）

およそ広告であって自己の商品等について大なり小なり賛辞を語らないものはほとん
どなく、広告にある程度の誇張・誇大が含まれることはやむを得ないと社会一般に受け
止められていて、一般消費者の側も商品選択の上でそのことを考慮に入れているが、そ
の誇張・誇大の程度が一般に許容されている限度を超え、一般消費者に誤認を与える程
度に至ると、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれが生ずる。そこで、景
品表示法４条１号は、「著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客
を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」を禁止したもので、
ここにいう「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を越え
ていることを指しているものであり、誇張・誇大が社会一般に許容される程度を越える
ものであるかどうかは、当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかで判断され、そ
の誤認がなければ顧客が誘引されることが通常ないであろうと認められる程度に達する
誇大表示であれば「著しく優良であると一般消費者に誤認される」表示に当たると解さ
れる。
そして、当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかは、商品の性質、一般消費者

の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などにより判断される。

参考
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健康食品の広告表現はどこまで許されるのか
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消費者は、単に「健康」や「元気」といった言葉では、具体的

な効果効能をイメージすることはない⇒誇張（パフィング）

具体的効果効能⇒健康保持増進効果等（暗示や間接表現含む）

健康食品の広告の前提⇒具体的な効果効能を標榜する健康食品

のパフィングは、消費者に許容され難いと思った方が良い

エビデンスで実証された内容と広告内容が適切に対応している

ことが必要⇒真の効果を歪みなくありのままに表現する

体験談は、自分にも同じ効果が得られると消費者に思わせてし

まう⇒体験談の内容と真の効果に乖離がないようにする



① 顧客を誘引する（顧客の購入意欲を昂進させる）
意図が明確にあること。

② 特定食品の商品名等が明らかにされていること。

③ 一般人が認知できる状態であること。

次に掲げる①～③に該当すると消費者が認識できるもの
を、広告等に該当するものと判断する。

現行の薬機法における広告規制に係る現状をみると、広告
等規制の対象となることを逃れるため、一部には、上記①
～③に該当することを回避した表示を行っている者がある
ことが認められるが、景表法及び健増法においては、実質
的に一般消費者が認知できるかとの観点から判断する。
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〇 薬機法上における広告の三要件

※ 留意事項冊子 P7 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf



課徴金制度の導入

17



18


